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第４章　全体方針
１．葛飾区移動等円滑化促進方針における考え方
本促進方針では、第１章（２．葛飾区移動等円滑化促進方針の位置付け）で示したとおり、区内全域を方針の対象エリアに設定し、移動等円滑化の方針を示すことで「区内全域におけるハード整備と心のバリアフリーに関するソフト面の両面によるバリアフリー化の方針を示すことによって、多様な住民への福祉の増進や、関係者のバリアフリー化に向けた機運の醸成、まちの活性化につなげること」を目的としています。
区内全域のバリアフリー化を推進していくためには施設整備等の「ハード面のバリアフリー」、心のバリアフリーや情報のバリアフリーといった「ソフト面のバリアフリー」の両面を関係者と一体となって取り組んでいくことが重要です。
特に、多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏の範囲を「移動等円滑化促進地区」に設定し、バリアフリー化の推進に取り組みます。

葛飾区移動等円滑化促進方針の考え方
・区内全域を促進方針の対象エリアとして設定し、地域の面的なバリアフリー化を関係者と一体となって取り組む。
・特に、多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏の範囲を移動等円滑化促進地区に設定し、バリアフリー化の推進に取り組む。

移動等円滑化促進地区の詳細は、第５章（１．移動等円滑化促進地区及び生活関連施設、生活関連経路の考え方）に記載。

２．基本目標
本区のこれまでの取組を踏まえて、区内全域を対象に以下の基本目標を設定します。

基本目標
誰もが生涯にわたって安全・安心・快適に、自分らしく暮らし続けられるまち『かつしか』
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３．基本目標を実現するための基本方針
促進方針では「誰もが生涯にわたって安全・安心・快適に、自分らしく暮らし続けられるまち『かつしか』」の実現に向けたバリアフリー化を図るため、第３章（３．各種調査の実施（関係者ヒアリング・アンケート調査、まち歩き調査））でのご意見等を踏まえ、本区の関連計画と連携しながら、区内全域におけるバリアフリーの３つの基本方針を設定し、取組を推進していきます。

基本方針１
誰もが移動・利用しやすい「施設等のバリアフリーの推進」
・公共交通や道路、公園、施設、建築物等のバリアフリー整備が必要です。
・施設管理者等や事業者と連携しながら、施設の維持管理の継続や施設間の連続性確保を図ります。
→誰もが移動・利用しやすい施設等となるようバリアフリー化の取組を推進します。

基本方針２
相互理解と普及・広報・啓発による「心のバリアフリーの推進」
・行政や施設管理者等、事業者、区民を始め、葛飾区を行き交う、全ての方々も相互理解を深め、協力して支え合うことが不可欠です。
・ヘルプカード等の普及や事業者等における研修、施設利用のマナー向上等の推進を図ります。
→一人一人が「心のバリアフリー」の社会を実現するための取組を推進します。

基本方針３
全ての人に適切に情報を届ける「情報のバリアフリーの推進」
・全ての人が必要な情報を分かりやすく、簡単かつ的確に取得できる情報提供が必要です。
・ハード整備と連携した情報案内やインターネット等を活用し、全ての人に分かりやすい事前の情報提供等の充実を図ります。
→施設等へのスムーズな移動や快適な利用ができるように情報のバリアフリーの取組を推進します。
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４．基本方針に基づく取組
葛飾区、施設管理者、交通事業者、道路管理者等が連携し、以下の３つの基本方針に基づく取組により、区内全域のバリアフリー化を推進します。

基本方針１
誰もが移動・利用しやすい「施設等のバリアフリーの推進」
公共交通や道路、公園、施設、建築物などの「施設等のバリアフリー」については、利用者の視点を踏まえ、国や東京都の示す移動等円滑化の基準やガイドライン等に基づき、以下の観点で整備を推進していきます。

●適切な維持管理によるバリアフリー機能の回復と維持
・公共施設や民間施設、車両、道路、公園等の適切な維持管理の実施（定期点検と破損箇所等の補修など）
・道路の監察指導（道路上に置かれた自転車・看板・商品陳列などへの指導）　など

●短期的に実現できるバリアフリー化や中長期的なバリアフリー化
・小さな段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置、点字シールの貼付・音声案内・障害者用駐車区画の整備
・バス停留所やタクシー乗り場の乗り口の改善（間口の確保、段差解消など）
・踏切道の安全対策　など

●整備・改修によるバリアフリー化
・バリアフリー対応車両の導入
・バス停留所の上屋、ベンチの設置
・施設、道路、交通安全施設、公園の新設・改修時における連続したバリアフリー経路と設備の整備（段差・勾配の解消、幅員の確保、視覚障害者誘導用ブロック、案内板、ホームドア、音響式信号機、バリアフリートイレ、エレベーター、子育て支援設備などの整備）　など

（１）共通
・移動等円滑化経路（バリアフリールート）を確保します。
・道路と各施設との視覚障害者誘導用ブロックの連続性を確保します。
・必要箇所に点字シールの貼付、音声案内の整備などを推進します。
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（２）公共交通
・各交通事業者とバリアフリー化（バリアフリー対応車両など）を推進していきます。
①鉄道
・駅は、利用者の状況やご意見を踏まえながら、ホームドアの設置など安全対策の充実を図ります。また、駅施設（出入口・通路・改札口など）の改修、エレベーターや各所案内サイン等の誘導設備の充実などによる安全で円滑に移動できる経路を確保します。
・踏切の除却による交通渋滞の解消や回遊性の向上による地域の活性化に向けた関係者との協議を推進します。また、踏切道の安全対策についても検討します。

②バス
・利用者の状況やご意見を踏まえながら、バス利用環境の向上に向けたバス停留所の整備、上屋やベンチなどの利便施設の整備を進めます。
・利用者に運行情報を伝える装置（バスロケーションシステム）の設置、バス環境の更なるバリアフリー整備を推進します。

バスロケーションシステムを活用した、京成バスのバス停におけるバス到着予定案内の写真があります。

③タクシー
・タクシー乗り場の間口確保や段差解消など、タクシー利用環境の更なるバリアフリー整備を推進します。

車いすのまま乗車可能なユニバーサルデザインタクシーの写真があります。
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（３）道路・交通安全施設
・歩道の勾配改善や段差解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置など、歩道のバリアフリー化を推進し、通行の妨げとなる放置自転車や広告・看板の撤去を進めます。あわせて、街路樹等による緑化、歩道の広い箇所を活用した滞留場所としての整備や分かりやすい案内標識の設置など、全ての人が安全・快適に歩行できる道路整備を推進します。
・適切な維持管理の実施、道路監察による安全な歩行空間の確保、高齢者・障害のある方等が利用しやすい道路の整備・改修を推進します。
・音響式信号機の設置など、交通管理者と連携し誰もが安全に道路を横断できる環境を整備していきます。

歩車道間の段差を解消し、なだらかに摺りつけた、歩道の巻き込み部の写真があります。

（４）建築物（公共施設、民間施設）
・適切な維持管理の実施とともに、既存施設における積極的なバリアフリー化を推進します。
・施設の新築・改修・更新時にバリアフリーに配慮した設備（簡易ベッドを含むバリアフリートイレ、エレベーター、子育て支援設備、身体障害者用駐車場など）の整備を推進します。

（５）公園
・公園、児童遊園の新設整備に当たっては、誰もが使いやすいユニバーサルデザイン、障害の有無に関係なく一緒に遊べるインクルーシブパークの考え方を取り入れた整備を進めていくとともに、既存の公園・児童遊園についても、計画的な改修と適切な維持管理を進め、高齢者・障害のある方等を含む利用者ニーズに応じた特色ある公園整備を推進します。
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コラム
基準やガイドライン等に基づく整備
「施設等のバリアフリー」の実現に当たっては、バリアフリー法および東京都建築物バリアフリー条例、東京都福祉のまちづくり条例によって義務付けられた基準を遵守していくことが求められます。

●バリアフリー法
バリアフリー法においては、必要最低限の基準として、バリアフリー法で定められた一定規模以上の特定建築物（多数の者が利用する建築物）及び特別特定建築物（不特定多数、または主として高齢者や障害者等が利用する建築物）の施設の構造及び配置に関する基準に適合させることが求められています。

●東京都建築物バリアフリー条例
東京都建築物バリアフリー条例（高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例）は、東京都独自の義務付けとして、バリアフリー法で定める特別特定建築物に加え、共同住宅や学校等の特定建築物にもバリアフリー化を義務付けています。

●東京都福祉のまちづくり条例
東京都では、建築物バリアフリー条例に加え、整備する建築物の用途と規模をより広範に定めた東京都福祉のまちづくり条例を制定しています。
これらの条例の制定によって、より多岐に渡る施設におけるバリアフリーが進められています。
その他、東京都では『多様な利用者のニーズに配慮したユニバーサルデザインのトイレづくりハンドブック』なども作成しています。
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基本方針２
相互理解と普及・広報・啓発による「心のバリアフリーの推進」
ハード面での整備、例えば歩道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置等の施設の整備だけでは全ての人にとってのバリアフリー社会の実現には限界があります。まずは、高齢者・障害のある方等の様々な心身の特性や考え方を知ることが必要です。
そのため、バリアフリー社会の実現には、葛飾区、施設管理者、交通事業者、道路管理者、地域住民等が連携し、相互理解を深めながら、一人一人が協力して支え合うことが不可欠です。
相互理解と普及・広報・啓発による「心のバリアフリー」については、以下の観点で推進していきます。

●心のバリアフリーに係る学習
・小中高校でのバリアフリー教育、区民向けのバリアフリー教室（介助方法や体験）
・特別支援学校との交流、活動、イベントでの障害のある方等との交流
・交通事業者や施設管理者等における研修、マニュアルの整備の推進　など

●心のバリアフリーの普及・広報・啓発
・ポスター、看板、ホームページ、イベント、講演会、様々な取組や事例の周知
・ヘルプマーク、ヘルプカード等の作成・配布
・一人一人の施設利用マナーの向上、「気づき」の啓発　など
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（１）心のバリアフリーに係る学習
・教育現場と連携した小中高校でのバリアフリー教育の実践を推進します。
・成人を含めた区民向けのバリアフリー教室や、障害の有無に関わらず参加できるスポーツイベントの開催、特別支援学校との交流、活動、イベントでの当事者との交流の推進を図ります。
・交通事業者や施設管理者等における研修、マニュアルの整備を推進していきます。

交通事業者を対象とした、接遇・介助の基本を習得するための研修の写真２つがあります。
続いて、親子向けの手話講座や、車いすに乗りながらの買い物体験をしている写真があります。
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（２）普及・広報・啓発
・ポスター、看板、ホームページ、イベント、講演会、交通安全運動、様々な取組や事例の周知による、「心のバリアフリー」や障害特性の理解推進を図ります。
・ヘルプマーク、ヘルプカード等の普及を図ります。
・声かけサポートの更なる実践を推進します。
・一人一人の施設利用や自転車利用のルール・マナーの教育を広げ、実践につなげます。

行政や事業者による、心のバリアフリーに関する普及・広報・啓発のポスターや取組の一例が紹介されています。
交通事業者による「声かけ・サポート」運動の強化キャンペーンポスター、ヘルプマークとヘルプカードの普及啓発パンフレット、ベビーカー使用者への思いやりを啓発するポスター、鉄道事業者による知的障害者の特性を周知し理解を求める啓発ポスターです。
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コラム
心のバリアフリーについて①
「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を理解し、全ての人が理解を深めようとコミュニケーションを取り、支え合う社会を目指すことをいいます。

●そもそもバリアフリーとは？
そもそも「バリアフリー」とは「障害・障壁（バリア）」を「なくす（フリー）」ことを指します。バリアフリー社会を実現するためには以下の４つのバリアを無くすことが必要と言われています。

1 物理的なバリア（建物や道路などで段差がある　等）
電車やバスなどの公共交通機関、道路や建物などで、移動・利用する際に不便さを感じさせる物理的なバリア。
例：駅のホームや道路、建物の段差、点字ブロックの上に置かれた自転車

2 制度的なバリア（障害を理由に就職の試験が受けられない　等）
社会のルールや制度が整っていない・認知されていないことによって、権利や機会をうばわれているバリア。
例：盲導犬の入店拒否、学校の入学試験拒否

3 文化・情報面でのバリア（目の不自由な人のための音声案内が出ない 等）
情報の伝え方が限定的・十分でないために、必要な情報が平等に得られないバリア。
例：視覚のみに頼ったタッチパネル、音声のみのアナウンス、文字のみの案内

4 意識上のバリア（「かわいそうだから」と特別扱いする　等）
心ない言葉、偏見や差別、無関心など、障害のある方等を受け入れないことで生まれるバリア。
例：障害等に対する理解がなく偏見を持ったり、点字ブロックがあることに関心がなく、その上に立ったり物を置いたりすること
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コラム
心のバリアフリーについて②

●心のバリアフリーの考え方
心のバリアフリー社会の実現には、「障害の社会モデル」（社会のバリアを取り除くことは社会の責務である）の視点を持つことが重要です。そのうえで、障害のある・なしに関わらず様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、お互いに理解を深めようとコミュニケーションを取り合いながら、社会のバリアを取り除く姿勢をもつことが重要です。

＜医学モデル＞
・障害・障壁（バリア）は個人の医学的な問題と捉え、治療やリハビリテーション、自身によって補助器具を用意するなどにより改善することを目指す考え方です。

＜社会モデル＞
・障害・障壁（バリア）は個人の身体的な制約だけでなく、事物・制度・慣行・観念等の様々な社会的な障壁（バリア）の相互作用によって生じるものであり、これらの障壁は社会全体で解決していくべきという考え方です。

心のバリアフリーを体現・実践していくためのポイントは以下の３つになります。

①「障害の社会モデル」を理解すること。
②障害のある人やその家族への差別を行わないように徹底すること。
③自分とは異なる多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。
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コラム
心のバリアフリーについて③

●「気づき」「声かけ」から始まる心のバリアフリー
心のバリアフリー社会の実現には、私たち一人一人が意識的に、バリアを感じている人の立場に立ち行動を起こすこと、声をかけたりコミュニケーションを取ることが重要です。

＜困っている人に気付く＞
まず、自分の周りにどのようなバリアが存在するかを観察しましょう。まちなかや駅、学校など、さまざまな場所でバリアに困っている人がいます。その人たちに気付くことが、心のバリアフリーの第一歩です。

＜声をかける＞
困っている人に気付いたら、勇気を持って声をかけてみましょう。例えば、駅の階段で困っている人を見かけたら、「私が荷物をお持ちしましょうか？」と言ってみましょう。

＜分からない時は聞く＞
困っていそうだけれど、具体的に何に困っているのか分からない場合もあります。そのような時は、「何かお困りでしょうか？」と聞いてみましょう。これにより、相手のニーズを直接知ることができます。

＜相手の気持ちを尊重する＞
手伝おうと思っても断られることもあるかもしれません。しかし、がっかりする必要はありません。自分でやりたい人や自分でできる人もいますので、その場合は相手の気持ちを尊重しましょう。

心のバリアフリーは、困っている人に気付き、声をかけることから始まります。自分でできることを考え、わからない場合は聞くことで、適切な支援を提供することができます。
これにより、誰もが安心して生活できる社会を目指していきましょう。
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基本方針３
全ての人に適切に情報を届ける「情報のバリアフリーの推進」
全ての人が必要な情報を分かりやすくするとともに、簡単かつ的確に取得できるように、ハード整備、インターネットやデジタル技術等との連動も図りながら、以下の観点で「情報のバリアフリー」を推進していきます。

●分かりやすい情報提供やコミュニケーション支援
・誰にでも分かりやすいサイン・看板（ピクトグラム、ひらがな表記など）
・インターネットやデジタル技術等を活用した、全ての人に分かりやすい事前の情報提供（バリアフリーマップ等の作成・拡充、誰でも利用しやすいウェブサイト）
・インターネットやデジタル技術等を活用した、当事者への適切な情報伝達　など

（１）多様な手段による情報提供
・多様なニーズを踏まえて、手話、筆談、ICT技術、多言語・ひらがな表記、サイン等の掲載や充実を推進します。

コラム
葛飾区における多様な手段による情報提供
葛飾区役所では、障害福祉課などの一部の窓口において、高齢者や聴覚障害のある方とのスムーズなコミュニケーションを図るために、リアルタイム字幕が表示される透明ディスプレイを導入しました。また、地区センターで行われる『区民と区長との意見交換会』では、要約筆記（字幕）及び手話通訳を提供することで、参加者がより情報を得やすくなるようにしています。

リアルタイム字幕が表示される透明ディスプレイとは、会話をリアルタイムに文字に変換し、ディスプレイにリアルタイムで表示されるシステムのことです。
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（２）事前の情報提供の充実
・全ての人に分かりやすい事前の情報提供（バリアフリーマップ等の作成・拡充、ウェブアクセシビリティの確保など）の実施、更新を推進します。
ウェブアクセシビリティとは、利用者の障害などの有無やその度合い、年齢や利用環境にかかわらず、あらゆる人々がウェブサイトで提供されている情報やサービスを利用できることです。
・サポート体制等の事前情報や施設の整備状況について、ホームページへの掲載や更新を推進します。

サポート体制の例として、耳マークやヒアリングループマーク、手話マークや筆談マークといったサインの図があります。

（３）迅速かつ適時な情報提供
・現地における情報提供として、施設等におけるハード整備と連携した情報案内やその設置位置の工夫の実施、窓口における多様なコミュニケーションの対応などを推進します。
・交通事業者や施設管理者等における災害発生時などの非常時の情報発信が全ての人に伝わる方法を検討します。

コラム
歩行者信号の情報を提供するアプリケーション
通信装置を備えた信号機とスマートフォンが連携することで、歩行者信号の状態をスマートフォンに送信するシステムが新宿区や仙台市などの一部の信号機で導入されています。このシステムを利用すると、スマートフォンを使って信号機の押しボタンを操作したり、歩行者用信号の青信号の時間を延長したり、音響式信号機の音を鳴らしたりすることができます。
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第５章　移動等円滑化促進地区
１．移動等円滑化促進地区及び生活関連施設、生活関連経路の考え方
（１）移動等円滑化促進地区の考え方
本促進方針では、多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏を「移動等円滑化促進地区（以下「促進地区」という。）」に設定し、地域の面的なバリアフリー化を関係者と一体となって推進していきます。

区内全域を促進方針の対象エリアとし、そこに11地区の促進地区を重ねたイメージ図があります。

ポイント
①本促進方針は、区内全域を促進方針の対象エリアとして設定し、地域の面的なバリアフリー化を関係者と一体となって取り組む。
②多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏を「移動等円滑化促進地区」に設定し、バリアフリー化の取組を推進する。
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多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏の範囲を促進地区とし、施設の分布状況、隣接駅との関係、地域のまとまりなどを勘案して区域を設定します。
また、区内の鉄道駅は各駅とも国の基本方針において移動等円滑化の実施が求められる要件（一日当たりの平均的な利用者数が三千人以上）を満たしていることから、促進地区は区内の全鉄道駅12駅を対象として、各駅の配置状況を踏まえて設定します。
また、足立区内にある綾瀬駅や、区内の鉄道駅周辺の隣接自治体とも連携を図りながら促進地区を設定します。

葛飾区における促進地区の考え方
・多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏等の範囲とする。
・区内の全ての鉄道駅を対象に、各地区の状況に応じた範囲とする。
・駅周辺の隣接自治体とも連携を図りながら範囲を検討する。

ポイント
促進地区は、バリアフリー法において以下のような要件が定められています。

バリアフリー法 第二条二十三号（移動等円滑化促進地区の要件）①から③
移動等円滑化の促進に関する基本方針 三の２（移動等円滑化促進地区の要件）④

1 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。

2 生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を構成する一般交通用施設（道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。）について移動等円滑化を促進することが特に必要であると認められる地区であること。

3 当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。

4 移動等円滑化促進地区の境界　促進地区の境界は、町界・字界、道路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって明確に表示して定める。移動等円滑化促進地区の区域が市町村界を越える場合は、隣接市町村と連携してマスタープランを作成する必要がある。

（51ページ目）

（２）生活関連施設の考え方
生活関連施設は、バリアフリー法において「高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設（バリアフリー法 第二条二十三のイ（生活関連施設））」と定義されています。
また、国が公表している「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン（令和３年３月）」（以下「国のガイドライン」という。）においては、生活関連施設の設定に当たって、以下の点を考慮することが必要としており、想定される生活関連施設を示しています。

ポイント
国のガイドライン（生活関連施設の設定に当たって考慮する事項）
・常に多数の人が利用する施設を選定する。
・高齢者、障害のある方等の利用が多い施設を選定する。

想定される生活関連施設（国のガイドラインに一部加筆）
１.旅客施設
・鉄道駅、空港、バスターミナル等

２.官公庁等
・都道府県庁、市役所・区役所、役場
・郵便局、銀行、ATM
・警察署（交番を含む）、裁判所
・市民・地区センター、コミュニティーセンター等
・都道府県税事務所、税務署

３.教育・文化施設等
・図書館
・市民会館、市民ホール、文化ホール
・学校（小・中・高等学校）
・公民館
・博物館・美術館・音楽館、資料館

４.保健・医療・福祉施設
・病院・診療所
・総合福祉施設、老人・障害者福祉施設等

５.商業施設
・大規模小売店舗等
・商店街等（地下街を含む）

６.宿泊施設
・ビジネスホテル、シティホテル等

７.公園・運動施設
・公園
・体育館・武道館その他屋内施設

８.その他の施設
・結婚式場、葬祭場等冠婚葬祭に関わる施設
・観光施設
・路外駐車場
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さらに、東京都は「東京都福祉のまちづくり条例」において、バリアフリーに関する整備基準への適合努力義務が求められる都市施設や、新設または改修の際に整備基準への適合遵守義務が求められる特定都市施設が規定されています。
また、平成23（2011）年３月に策定した「葛飾区バリアフリー基本構想」では、不特定多数の区民または多くの高齢者・障害者が利用する官公庁施設や福祉施設等で、駅から500m圏内に所在するものを、生活関連施設（目的施設）として設定しました。
促進方針における生活関連施設の設定に当たっては、バリアフリー法の定義を基本として、国のガイドライン、過去に策定したバリアフリー基本構想を踏まえ、東京都福祉のまちづくり条例における都市施設・特定都市施設を参考に、高齢者、障害のある方、妊産婦等が関連する官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設等を選定します。

葛飾区における生活関連施設の設定の考え方
・常に多数の人が利用する施設を選定する。
・高齢者、障害のある方等の利用が多い施設を選定する。
・国のガイドラインや東京都福祉のまちづくり条例に規定されている都市施設・特定都市施設を参考に選定する。
・本区のバリアフリー基本構想を踏まえて選定する。

（53ページ目）

以下に本区における生活関連施設となる可能性のある施設を示します。

１.旅客施設
・鉄道駅

２.官公庁等
・庁舎（区役所、区民事務所、区民サービスコーナー等）
・警察署、税務署、登記所

３.教育・文化施設等
・生涯学習施設（博物館、図書館）
・文化施設（文化会館、文化ホール）
・学校教育施設（小中高等学校、特別支援学校、幼稚園等）、大学
・地域活動施設（地区センター、集い交流館、憩い交流館等）
・子ども・家庭支援施設（子ども未来プラザ、保育園、児童館等）

４.保健・医療・福祉施設
・病院（病床数20床以上）
・健康・医療・衛生施設（保健所、保健センター、休日応急診療所等）
・高齢者支援施設（作業所、シニア活動センター、在宅サービスセンター等）
・障害者支援施設（障害者福祉センター、福祉館、障害者就労支援センター等）

５.商業施設・サービス施設
・郵便局、金融機関（銀行、信用金庫等）
・大規模小売店舗（1000平方メートル以上）、葛飾区特定商業施設（500平方メートル以上）、商店街
・ホテル、旅館
・映画館、ボーリング場
・公衆便所

６.公園・運動施設
・区立公園、都立公園
・スポーツ施設（総合スポーツセンター等）
・体育館、陸上競技場、球技場、プール、テニスコート

７.路外駐車場
・区営駐車場
・民営駐車場（500平方メートル以上）

８.その他の施設
・産業関連施設
・観光関連施設
・葬祭場 等
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（３）生活関連経路の考え方
生活関連経路は、バリアフリー法において「生活関連施設相互間の経路（バリアフリー法 第二条二十三のロ（生活関連経路））」と定義されています。
また、国のガイドラインにおいては、生活関連経路の選定の考え方として、以下の点を考慮することとしております。

ポイント
国のガイドライン（生活関連経路の選定に当たっての考え方）
・より多くの人が利用する経路を選定する。
・生活関連施設相互のネットワークを確保する。
・隣接自治体との連続性を確保する。

このようなことから、生活関連経路の設定に当たっては、バリアフリー法の定義を基本として、国のガイドラインや過去に策定したバリアフリー基本構想を踏まえ、生活関連施設へのアクセス動線などに配慮して設定することとします。

葛飾区における生活関連経路の設定の考え方
・より多くの人が利用する経路を選定する。
・生活関連施設相互のネットワークを確保する。
・隣接自治体との連続性を確保する。
・本区のバリアフリー基本構想を踏まえて設定する。

平成23（2011）年３月に策定した「葛飾区バリアフリー基本構想」では、歩道の設置や有効幅員の確保が困難であるなどの理由により、生活関連経路として整備を行うことが難しい道路についても、日常的な利用からみてバリアフリー化の必要性が高い道路については、準生活関連経路として設定しました。
そのため、本促進方針でも「生活関連経路」とは別に「準生活関連経路」を設定します。
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移動等円滑化促進地区のイメージ図があります。

移動等円滑化促進地区
・多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏等の範囲とする。
・区内の全ての鉄道駅を対象に、各地区の状況に応じた範囲とする。
・駅周辺の隣接自治体とも連携を図りながら範囲を検討する。

生活関連施設
・常に多数の人が利用する施設を選定する。
・高齢者、障害のある方等の利用が多い施設を選定する。
・国や都の関連計画等に規定されている施設を参考に選定する。
・本区のバリアフリー基本構想を踏まえて選定する。

生活関連経路
・より多くの人が利用する経路を選定する。
・生活関連施設相互のネットワークを確保する。
・隣接自治体との連続性を確保する。
・本区のバリアフリー基本構想を踏まえて設定する

準生活関連経路
・歩道の設置や有効幅員の確保が困難であるものの、バリアフリー化の必要性が高い道路を選定する。
・生活関連経路に準じた本区のバリアフリー整備を目指す。
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２．移動等円滑化促進地区
促進地区は、区内の全鉄道駅と隣接する足立区内の綾瀬駅を中心として、徒歩圏の範囲や施設の分布状況等を勘案して区域を設定します。
促進地区の範囲や、生活関連施設、生活関連経路は、まちづくりの進捗等を見据えながら、必要に応じて見直しを行います。
なお、JR金町駅と京成金町駅、柴又駅と新柴又駅は両駅が近い位置にあるため、１つの促進地区として位置付けます。

促進地区の一覧があります。促進地区名とその面積は以下のとおりです。

（1）京成たていし駅周辺地区：199ヘクタール
（2）金町駅・京成金町駅周辺地区：200ヘクタール
（3）新小岩駅周辺地区：139ヘクタール
（4）亀有駅周辺地区：104ヘクタール
（5）堀切菖蒲園駅周辺地区：222ヘクタール
（6）お花茶屋駅周辺地区：159ヘクタール
（7）青砥駅周辺地区：158ヘクタール
（8）京成高砂駅周辺地区：157ヘクタール
（9）四ツ木駅周辺地区：115ヘクタール
（10）柴又駅・新柴又駅周辺地区：165ヘクタール
（11）綾瀬駅周辺地区：31ヘクタール
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（１）京成たていし駅周辺地区
鉄道駅：京成たていし駅
１日当たり乗降客数： 32060人

京成たていし駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。また、この地区には平成18年５月に策定した葛飾区交通バリアフリー基本構想の重点整備地区も設定されています。
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（２）金町駅・京成金町駅周辺地区
鉄道駅：金町駅・京成金町駅
１日当たり乗降客数：金町駅91280人、京成金町駅22031人

金町駅・京成金町駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。また、この地区には平成18年５月に策定した葛飾区交通バリアフリー基本構想の重点整備地区も設定されています。
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（３）新小岩駅周辺地区
鉄道駅：新小岩駅
１日当たり乗降客数： 133070人

新小岩駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。また、この地区には平成23年５月に策定した葛飾区交通バリアフリー基本構想の重点整備地区も設定されています。
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（４）亀有駅周辺地区
鉄道駅：亀有駅
１日当たり乗降客数： 74798人

亀有駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。
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（５）堀切菖蒲園駅周辺地区
鉄道駅：堀切菖蒲園駅
１日当たり乗降客数： 20122人

堀切菖蒲園駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。
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（６）お花茶屋駅周辺地区
鉄道駅：お花茶屋駅
１日当たり乗降客数： 29421人

お花茶屋駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。
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（７）青砥駅周辺地区
鉄道駅：青砥駅
１日当たり乗降客数： 43907人

青砥駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。

（64ページ目）

（８）京成高砂駅周辺地区
鉄道駅：京成高砂駅
１日当たり乗降客数：京成線90139人、北総線53813人

京成高砂駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。

（65ページ目）

（９）四ツ木駅周辺地区
鉄道駅：四ツ木駅
１日当たり乗降客数： 16199人

四ツ木駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。

（66ページ目）

（10）柴又駅・新柴又駅周辺地区
鉄道駅：柴又駅・新柴又駅
１日当たり乗降客数：柴又駅7844人、新柴又駅4586人

柴又駅・新柴又駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。

（67ページ目）

（11）綾瀬駅周辺地区
鉄道駅：綾瀬駅
１日当たり乗降客数：常磐線24542人、千代田線349332人

綾瀬駅周辺地区の移動等円滑化促進地区、生活関連経路、生活関連施設の図があります。


（68ページ目）

第６章　移動等円滑化促進方針の実現に向けて
１．移動等円滑化促進方針の実現に向けた今後の取組
（１）方針の周知・啓発
区民を始め、施設管理者、関係事業者等に促進方針の内容を広く周知・啓発していきます。
周知・啓発の方法としては、パンフレットの配布やポスターの掲示、区ホームページやSNSを活用した情報発信など、様々な機会を捉えて実施してまいります。

（２）バリアフリー法に基づく届出制度
公共交通事業者等又は道路管理者は、旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合には、30日前までに改修工事の内容等を葛飾区に届け出ることが必要となります。
なお、葛飾区においては、届出の前に事前の相談を受け付けることとします。
この届出制度により、施設間の連続性を担保していきます。

バリアフリー法施行令第27条に基づく届出制度の対象となる施設、行為を示した表があります。
旅客施設（生活関連施設）では、以下の部分の新設又は構造若しくは配置の変更が届出の対象となります。
・他の生活関連施設との間の出入口
・生活関連経路を構成する道路法による道路の出入口
・一般交通用施設との間の出入口
・バリアフリールートの出入口
続いて、道路（生活関連経路）では、道路法よる道路のうち、以下に掲げる施設で当該道路に接する部分の新設、改築又は修繕が届出の対象となります。
・旅客施設（生活関連施設）の出入口
・旅客施設（生活関連施設）を構成する一般交通用施設

（69ページ目）

生活関連施設や生活関連経路において、届出の対象となる範囲のイメージ図があります。

また、改修等の計画から始まり工事に着手するまでの、届出の流れを表す図があります。

ポイント
バリアフリー法 第二十四条の六（行為の届出等）
移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区の区域において、旅客施設の建設、道路の新設その他の行為であって当該区域における移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものをしようとする公共交通事業者等又は道路管理者は、当該行為に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村に届け出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

（70ページ目）

（３）バリアフリー基本構想の策定
現在、金町駅、京成たていし駅、新小岩駅などの駅周辺をはじめ、区内では様々なまちづくりの計画が進められています。
今後は、金町、たていし、新小岩を重点整備地区とした現在のバリアフリー基本構想の更新や、その他の地域においても、まちづくりの進捗を見据えながら重点整備地区の設定や具体的な事業として、特定事業の位置付けを行うバリアフリー基本構想の策定を検討していきます。
なお、バリアフリー基本構想の策定に当たっては、隣接自治体の施設等も考慮していきます。

（４）促進方針の見直しと継続的な改善（スパイラルアップ）
促進方針策定後は、社会情勢の変化や上位計画の改定に応じて内容の見直しと必要な改定を行います。
また、基本目標を実現するために、常に区と関係者が一体となってバリアフリー化の推進に取り組みます。促進方針の見直しに当たっては、促進方針の策定における検討体制の活用や区民参加、区民意見の反映の機会を検討し、促進方針の継続的な改善（スパイラルアップ）に努めます。

[bookmark: _GoBack]
18
17
